
平成２３年６月３０日

財団法人 港湾空港建設技術サービスセンター

「空港土木施設施工要領（平成２１年４月）」修正のお知らせ

標記につきまして、下記の通り収録内容に一部修正がありましたので、お知らせします。

本修正は、平成２１年４月時点での字句等について行ったものであり、「空港土木施設施

工要領」の改訂については、今後検討されていく予定です。
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
第１編 共通編 
第 1 章 総 則 
１．２ 適用の範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図-1.1.1 空港土木施設設計基準などの体系 
   
施工要領などの位置付け 
 空港土木技術には、計画、設計、施工などの種々の分野がある。これらの各分野の技術は、技術的熟度、安全性との関連性などか

らみて様々なレベルの内容より成り立っている。 
 そこで、設計の分野に係わる空港土木施設施工要領などを次のように基準、要領、指針に分けて整理することとした。なお、空港

土木施設施工要領などの現行体系は、上図のとおりである。 
(a) 基準：設計を行うものが、まず決めなければならないことは、対象とする施設が必要な機能を発揮するための位置、形状、強度

などである。これらのうち、機能確保、安全性確保、経済性追求のために、設計者に相当の拘束力を持たせるべき内容あるいは

決めるための基本的な考えかたを「基準」として定める。 
(b) 要領：設計基準の解説として述べられるべきもののうち、現時点ではほぼ適切であると判断でき、設計者に遵守することを勧告

すべき内容で量的にある程度まとまったものを、利用のしやすさを考え、「要領」として定める。 
(c) 指針：設計基準あるいは要領とするだけの技術的解明がまだ十分でないため、拘束力はないが、参考としてまとめて担当者に示

した方がよいものを「指針」として整理する。 
 

第１編 共通編 
第 1 章 総 則 
１．２ 適用の範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図－1.1.1 空港土木施設設計基準･施工要領などの体系 
  
施工要領などの位置付け 
 空港土木技術には、計画、設計、施工などの種々の分野がある。これらの各分野の技術は、技術的熟度、安全性との関連性などか

らみて様々なレベルの内容より成り立っている。 
 そこで、設計の分野に係わる空港土木施設施工要領などを次のように基準、要領に分けて整理することとした。なお、空港土木施

設施工要領などの現行体系は、上図のとおりである。 
(a) 基準：設計を行うものが、まず決めなければならないことは、対象とする施設が必要な機能を発揮するための位置、形状、強度

などである。これらのうち、機能確保、安全性確保、経済性追求のために、設計者が遵守すべき事項を「基準」として定める。

施工、維持・管理についても遵守する内容を「基準」として定める。 
(b) 要領：設置基準の解説として述べられている性能照査の方法の例を「要領」として定める。施工、維持・管理については遵守す

ることを勧告すべき内容で量的にある程度まとまったものを、利用のしやすさを考え、「要領」として定める。 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
第２章 空港工事の留意点 
 
２．２ 空港工事に関する諸規程 
 
２．２．３ 航空保安業務処理規程 
［解説］ 
(1)航空保安業務処理規程の構成は、次のとおりである。 

第１分冊 
 第４ 航務業務処理規程 
 
２．３ 空港工事に伴う諸手続き 
 
２．３．３ 制限区域内立入許可手続き 
 

 
 
 ［解説］ 
(1) 航務業務処理規程では、空港内への工事関係者の立入りなどに関する手続きなど

として次に示すことを規定している。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 空港工事の留意点 
 
２．２ 空港工事に関する諸規程 
 
２．２．３ 航空保安業務処理規程 
［解説］ 
(1)航空保安業務処理規程の構成は、次のとおりである。 

第１分冊 
 第４ 運航情報業務処理規程 
 
２．３ 空港工事に伴う諸手続き 
 
２．３．３ 制限区域内立入許可手続き 
 

 
 
 ［解説］ 
(1) 運航情報業務処理規程では、空港内への工事関係者の立入りなどに関する手続き

などとして次に示すことを規定している。 
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規程の名称との整合 
 
 
 
 
 
字句の修正 
 
 
規程の名称との整合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 制限区域内立入許可（承認）に関する手続きなどには、航空保安業務処理規

程第４運航情報業務処理規程が適用される。 

 制限区域内立入許可（承認）に関する手続きなどには、航空保安業務処理規

定第４運航情報業務処理規程が適用される。 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
付録７．第12警務業務処理規程（抜粋） 

 

  Ⅰ 総 則 
１ 目   的 
  この規程は、運輸大臣が管理する第一種空港及び第二種空港並びに共用飛行場（運輸省の所

管区域に限る。）等（以下「空港等」という。）において実施される空港警務業務の基準を定

め、もって空港等の安全と秩序が的確に維持されるように図ること並びに地方公共団体が管理

する空港において空港管理者が行う空港の秩序の維持に関する業務に係る助言、指導等を行う

際の指針を定めることを目的とする。 
 

Ⅱ 空港警務通常業務 
13. 月報及び年報の作成 
    警務担当課長は、空港警務業務に関する警務業務月報（別添様式警－３）及び警務業務年報

（別添様式警－４）を作成し、地方航空局飛行場部飛行場課長あて提出するものとする。 
 

Ⅵ その他 
２ 空港警務業務運用要領等の制定 
(3) 所長は、運用要領を定め、改正し又は廃止したときは、地方航空局長を経由して航空局飛行

場部管理課長に報告するものとする。 
 

 

付録８．航空情報 

 

３．エアラック 

 

表付－2.8.1 エアラックノータム指定日 

 表省略 

  

 

７．空港整備に関する航空情報の発行手続き 

７－２ 航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の発行依頼期日 

1) エアラックによる航空路誌改訂版及び航空路誌補足版は発行日の 30 日前までに運航課

へ必着のこと。 

   （図付－2.8.1を参照する。） 

 図省略 

図付－2.8.1 エアラックノータム発行依頼期日フローチャート 
 

付録７．第12警務業務処理規程（抜粋） 

 

  Ⅰ 総 則 
１ 目   的 
  この規程は、国土交通大臣が管理する第一種空港及び第二種空港並びに共用飛行場（国土交

通省の所管区域に限る。）等（以下「空港等」という。）において実施される空港警務業務の

基準を定め、もって空港等の安全と秩序が的確に維持されるように図ること並びに地方公共団

体が管理する空港において空港管理者が行う空港の秩序の維持に関する業務に係る助言、指導

等を行う際の指針を定めることを目的とする。 
 

Ⅱ 空港警務通常業務 
13. 月報及び年報の作成 
    警務担当課長は、空港警務業務に関する警務業務月報（別添様式警－３）及び警務業務年報

（別添様式警－４）を作成し、地方航空局空港部管理課長あて提出するものとする。 
 

Ⅵ その他 
２ 空港警務業務運用要領等の制定 
(3) 所長は、運用要領を定め、改正し又は廃止したときは、地方航空局長を経由して航空局空港

部管理課長に報告するものとする。 
 

 

付録８．航空情報 

 

３．エアラック 

 

表付－2.8.1 エアラック指定日 
表省略 

 

 

７．空港整備に関する航空情報の発行手続き 

７－２ 航空路誌改訂版及び航空路誌補足版の発行依頼期日 

1) エアラックによる航空路誌改訂版及び航空路誌補足版は発行日の 30 日前までに運航課

へ必着のこと。 

   （図付－2.8.1を参照する。） 

 図省略 

図付－2.8.1 エアラック発行依頼期日フローチャート 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

付録９．エアラックノータムの例 
 

 

参考文献 

1) 国土交通省航空局：空港土木施設の設計基準解説，平成20年7月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録９．エアラックの例 
 

 

参考文献 

1) 国土交通省航空局：空港土木施設の設置基準解説，平成20年7月 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
第２編 用地造成編 
 
第１章 空港土工 
１．２ 調査 
１．２．２ 気象調査 
［解説］ 
(4) 代表的な調査項目と内容を以下に示す。 

(a) 降雨：排水設計における確率降雨強度の算定や、施工稼働日数の算出などに必

要となる。なお、確率降雨強度の算定方法については、「排水要領」に準ずる。

 

 
１．２．４ 土質調査 

〔２〕 地表地質調査 

［解説］ 

表－1.2.2 既存の空中写真の入手方法  
撮影計画機関 撮影区域 撮影年 縮 尺 カメラf/S 照会・頒布申込先

米 軍 日本全域 1946  ～ 
1948

約   1/40,000 メトロゴン15/23 日本地図センター＊ 
米 軍 鉄道沿線 

主要平野部 
1946  ～ 
1948 約   1/10,000 メトロゴン15/23 日本地図センター 

林野庁および 
都道府県林務課 山 地 部 1952～ 約   1/20,000 

主としてウイルド 
ＲＣ-5a、ＲＣ-8 
21/18、15/23 

日本林業技術協会＊＊ 
林野庁計画課 
都道府県庁 

官公庁、公団、民間会社など 日本各地 
部 分 的 1952～ 約   1/10,000 

  ～ 1/30,000 各 種 撮影計画機関もしく 
は空港測量会社 

国土地理院 
（国土情報整備事業用） 

全国 
（カラー） 

1974  ～ 
1990 

平野部1/8,000 
～1/10,000 

山地部1/15,000 

ツァイスＲＭＫ 
ウイルドＲＣ-10、ＲＣ-8、
15/23 

日本地図センター 

国土地理院 
(国土基本図用) 

平 野 部 
（一部カラー） 

1960  ～ 
1993 
1994～ 

国土地理院 ほぼ日本全域 1964～ 

一部 1/10,000 
大部分1/20,000 
1/25,000～1/30,000 
約1/40,000 
 

ツァイスＲＭＫ 
または 
ウイルドＲＣ-8、ＲＣ-10、
ＲＣ-30、15/23 

日本地図センター 

ＮＴＴ-ＭＥ＆ＴＥ 全国主要都市（カ

ラー） 1999 約1/12,500 〃 日本地図センター 

デジタル・アース・テクノロ

ジー 
全国主要都市（カ

ラー） 2001 約1/20,000 〃 日本地図センター 
 

(ｆは焦点距離（cm）、ｓは画面サイズ（cm）を示す。)
＊   〒305-0821 茨城県つくば市春日 3-1-8 （財）日本地図センター空中写真部  Tel.(029)851-6657 
＊＊〒102-0085 東京都千代田区六番町７  日本林業技術協会測量部 写真係    Tel.(03)3261-5281 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 用地造成編 
 
第１章 空港土工 
１．２ 調査 
１．２．２ 気象調査 
［解説］ 
(4) 代表的な調査項目と内容を以下に示す。 
(a) 降雨：排水設計における確率降雨強度の算定や、施工稼働日数の算出などに必要

となる。なお、確率降雨強度の算定方法については、「空港土木施設構造設計要

領」に準ずる。 
 

１．２．４ 土質調査 

〔２〕 地表地質調査 

［解説］ 

表－1.2.2 既存の空中写真の入手方法  
撮影計画機関 撮影区域 撮影年 縮 尺 カメラf/S 照会・頒布申込先 

米 軍 日本全域 1946～1948 約   1/40,000 メトロゴン15/23 日本地図センター＊ 
米 軍 鉄道沿線 

主要平野部 1946～1948 約   1/10,000 メトロゴン15/23 日本地図センター 

林野庁および 
都道府県林務課 山 地 部 1952～ 約   1/20,000 

主としてウイルド 
ＲＣ-5a、ＲＣ-8 
21/18、15/23 

日本林業技術協会＊＊ 
林野庁計画課 
都道府県庁 

官公庁、公団、民間会社など
日本各地 
部 分 的 1952～ 約   1/10,000 

  ～ 1/30,000 各 種 撮影計画機関もしく 
は空港測量会社 

国土地理院 
（国土情報整備事業用） 

全国 
（カラー） 1974～1990

平野部1/8,000 
～1/10,000 

山地部1/15,000 

ツァイスＲＭＫ 
ウイルドＲＣ-10、ＲＣ-8、
15/23 

日本地図センター 

国土地理院 
(国土基本図用) 

平 野 部 
（一部カラー） 

1960～1993

1994～ 

国土地理院 ほぼ日本全域 1964～ 

一部 1/10,000 
大部分1/20,000 
1/25,000～1/30,000 
約1/40,000 

ツァイスＲＭＫ 
または 
ウイルドＲＣ-8、ＲＣ-10、
ＲＣ-30、15/23 

日本地図センター 

ＮＴＴ-ＭＥ＆ＴＥ 全国主要都市（カ

ラー） 1999 約1/12,500 〃 日本地図センター 

デジタル・アース・テクノロ

ジー 
全国主要都市（カ

ラー） 2001 約1/20,000 〃 日本地図センター 
 

 
 

(ｆは焦点距離（cm）、ｓは画面サイズ（cm）を示す。) 
＊   〒305-0821 茨城県つくば市春日 3-1-8 （財）日本地図センター空中写真部  Tel.(029)851-6657 
＊＊〒102-0085 東京都千代田区六番町７  日本林業技術協会測量部 写真係    Tel.(03)3261-5281 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

表－1.2.3 既存資料から読取ることのできる地形・地質・地盤情報  
資料 
 
 
 

得られる情報 

地

形

図 

空

中

写

真 

地

質

図 

地

盤

図 

地
盤
調
査
資
料 

ボ
ー
リ
ン
グ
な 

ど 地

形

分

類

図 

土

地

条

件

図 

土

地

利

用

図 

工

事

記

録 

災

害

記

録 

中 地 形 ◎ ◎ ○（基図に  ◎ ◎ ○  ○

小 地 形 ◎ ◎ ○コンター  ◎ ◎ ○  形
態 微 地 形 ○ ◎  図使用）  ◎（微地形 

  分類図） 
◎ ○  

傾 斜 ・ 起 伏 量 ◎ ◎   ○ ◎ ○  
地 す べ り 地 形 ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎
崩 壊 地 形 ○ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎
土 石 流 地 形 ○ ◎ ○  ◎ ○  ◎ ◎
（ 扇 状 地 微 地 形 ）         ○
洪 水 地 形 ○ ◎ ◎  ◎ ○   ◎
（ 平 野 の 微 地 形 ） （大縮尺）        

地 
 

 
 

 
 

形 

災 

害 

地 

形 

被 災 状 況  ◎ ○  ○    
岩 相 （ 岩 種 ） ○ ○ ◎ ○    ○  
未 固 結 堆 積 物 タ イ プ ○ ◎ ◎ ◎    ○  ○

地 層 の 走 向 ・ 傾 斜  ○ ◎      
断 層 ・ 破 砕 帯 ○ ◎ ◎    ○  
そ の 他 の 割 れ 目 系         

地
質
構
造 

不 整 合 な ど の 不 連 続 性  ○ ◎ ○      

地 
 

 
 

質 

風 化 ・ 変 質 状 況  ○ ◎      
土 質 の タ イ プ    ◎ ◎ ○ ○  ◎ ◎

土 の 力 学 的 ・ 物 理 的 性 質    ◎ ◎ ○ ○  ○ ○

地 表 の 含 水 状 況  ◎  ○ ◎ ○ ○  ○

地 

盤 

軟 弱 地 盤 の 分 布 や タ イ プ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 
 
 ◎；よく把握できる ○；ある程度は把握できる、あるいは参考になる 無印；ほとんど把握できない 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－1.2.3 既存資料から読取ることのできる地形・地質・地盤情報  
資料 
 
 
 

得られる情報 

地

形

図 

空

中

写

真 

地

質

図 

地

盤

図 

地
盤
調
査
資
料 

ボ
ー
リ
ン
グ
な
ど 

地

形

分

類

図 

土

地

条

件

図 

土

地

利

用

図 

工

事

記

録 

災

害

記

録 

中 地 形 ◎ ◎ ○（基図に  ◎ ◎ ○  ○ 
小 地 形 ◎ ◎ ○コンター  ◎ ◎ ○   形

態 微 地 形 ○ ◎  図使用）  ◎（微地形 
  分類図） 

◎ ○   

傾 斜 ・ 起 伏 量 ◎ ◎   ○ ◎ ○   
地 す べ り 地 形 ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎ 
崩 壊 地 形 ○ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎ 
土 石 流 地 形 ○ ◎ ○  ◎ ○  ◎ ◎ 
（ 扇 状 地 微 地 形 ）        ○ 
洪 水 地 形 ○ ◎ ◎  ◎ ○   ◎ 
（ 平 野 の 微 地 形 ） （大縮尺）        

地 
 

 
 

 
 

形 

災 

害 

地 

形 

被 災 状 況  ◎ ○  ○     
岩 相 （ 岩 種 ） ○ ○ ◎ ○    ○   
未 固 結 堆 積 物 タ イ プ ○ ◎ ◎ ◎    ○  ○ 

地 層 の 走 向 ・ 傾 斜  ○ ◎       
断 層 ・ 破 砕 帯 ○ ◎ ◎    ○   
そ の 他 の 割 れ 目 系         

地
質
構
造 

不 整 合 な ど の 不 連 続 性  ○ ◎ ○       

地 
 

 
 

質 

風 化 ・ 変 質 状 況  ○ ◎       
土 質 の タ イ プ   ◎ ◎ ○ ○  ◎ ◎ 
土 の 力 学 的 ・ 物 理 的 性 質   ◎ ◎ ○ ○  ○ ○ 
地 表 の 含 水 状 況  ◎  ○ ◎ ○ ○  ○  

地 

盤 

軟 弱 地 盤 の 分 布 や タ イ プ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎   
 
◎；よく把握できる ○；ある程度は把握できる、あるいは参考になる 無印；ほとんど把握できない 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
１．２．５ 工事現場の調査  
〔１〕 支障物件の調査 
［解説］ 
(1) 支障物件の調査は、全国測量地図、土地利用調査図、航空写真および現地調査な

どによって行われる。 
主な調査項目と協議相手を表－1.2.15、1.2.16 に示す。 
これらの協議内容について、各々の物件ごとに関係者（所有者や手続きを必要と

する協議相手）、調整手続き方法、調整手続きに要する期間、その他付随する事項

などを整理記録しておくことが必要である。 
物件によっては、協議、手続きに時間を要し、本工事工程に支障をきたす場合が

あるので、注意を要する。また、埋蔵文化財包蔵地が工事区域に存在する場合には、

関係機関と十分な調整を行い事前調査などを実施しなければならない。 
調査区域には、計画工事区域だけでなく、工事用道路や進入路、土捨場など施工

のために必要と予想される場所も含めておくことが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．２．５ 工事現場の調査  
〔１〕 支障物件の調査 
［解説］ 
(1) 支障物件の調査は、全国測量地図、土地利用調査図、航空写真および現地調査な

どによって行われる。 
主な調査項目と協議相手を表－1.2.14、1.2.15 に示す。 
これらの協議内容について、各々の物件ごとに関係者（所有者や手続きを必要と

する協議相手）、調整手続き方法、調整手続きに要する期間、その他付随する事項

などを整理記録しておくことが必要である。 
物件によっては、協議、手続きに時間を要し、本工事工程に支障をきたす場合が

あるので、注意を要する。また、埋蔵文化財包蔵地が工事区域に存在する場合には、

関係機関と十分な調整を行い事前調査などを実施しなければならない。 
調査区域には、計画工事区域だけでなく、工事用道路や進入路、土捨場など施工

のために必要と予想される場所も含めておくことが必要である。 

表－1.2.14 支障物件の協議 
 

支 障 物 件 協議相手（管理者） 協 議 内 容 

家屋などの建物 所有者および使用者  ・移設または撤去の時期 

鉄塔・電柱 電 信 電 話 会 社 

電 力 会 社 

そ の 他 

・移設または撤去の時期 

・補強する場合は時期および 
 工法について協議 

墓 寺 院 

親 族 

・移設時期 

・法で定める手続き 

・地域の慣習 

地 

下 

埋 
設 

物 

水 道 管 

下水道管 

通 信 管 

ガ ス 管 

電 線 

地 方 公 共 団 体 

電 信 電 話 会 社 

ガ ス 会 社 

電 力 会 社 

そ の 他 

・移設または撤去の時期および 
 工法 

・補強する場合は時期および 
 工法について協議 

・防護工法について協議 

埋蔵文化財 

文 化 庁 長 官 

（教育委員会に委任）

・発掘予定地、面積など 

・発掘の目的 

・発掘時期など 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－1.2.15 横断構造物などの協議 
 

名       称 協議相手（管理者または管理を委任された者） 

河川

一 級 河 川 

二 級 河 川 

準 用 河 川 

普 通 河 川 

 
国土交通大臣 

都道府県知事 

市町村長 

（河川法の適用を受けない） 

道路

国 道 
 

都 道 府 県 道 

市 町 村 道 

高 速 道 路 

有 料 道 路 

国土交通省地方整備局長、都道府県知事、政令指
定都市長 

都道府県知事、政令指定都市長 

市町村長 

公団など 

公団、公社など 

鉄      道 私鉄、ＪＲ、その他 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
(3) 爆弾などの調査は磁気探査法により行う。 
(a) 一次探査 
  調査対象区域について磁気探査を行い、磁気異常点の位置および深さを求める。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 爆弾などの調査は磁気探査法により行う。 
(a) 一次探査 
  調査対象区域について磁気探査を行い、磁気異常点の位置および深さを求める。 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 
〔２〕 法令、条令に関連した調査 
 

 
 
［解説］ 
 
(1) 主な関連する法令等を表－1.2.17 に示す。 

表－1.2.15 支障物件の協議 
 

支 障 物 件 協議相手（管理者） 協 議 内 容 

家屋などの建物 所有者および使用者  ・移設または撤去の時期 

鉄塔・電柱 電 信 電 話 会 社 
電 力 会 社 
そ の 他 

・移設または撤去の時期 
・補強する場合は時期および 
 工法について協議 

墓 寺 院 
親 族 

・移設時期 
・法で定める手続き 
・地域の慣習 

地 

下 

埋 

設 

物 

水 道 管 
下水道管 
通 信 管 
ガ ス 管 
電 線 

地 方 公 共 団 体 
電 信 電 話 会 社 
ガ ス 会 社 
電 力 会 社 
そ の 他 

・移設または撤去の時期および 
 工法 
・補強する場合は時期および 
 工法について協議 
・防護工法について協議 

埋蔵文化財 

文 化 庁 長 官 
（教育委員会に委任） 

・発掘予定地、面積など 
・発掘の目的 
・発掘時期など 

 
 
 

〔２〕 法令、条令に関連した調査 
 

 
 
［解説］ 
 
(1) 主な関連する法令等を表－1.2.17 に示す。 
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空港のような大規模な開発を行う場合、法令、条例等による制限や規制を受

ける。工事を進めるにあたって、該当する法令・条例等の内容を調査し、遵守

する必要がある。 

空港のような大規模な開発を行う場合、法令、条例等による制限や規制を受

ける。工事を進めるにあたって、該当する法・条例の内容を調査し、遵守する

必要がある。 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

表－1.2.16 横断構造物などの協議 
 

名       称 協議相手（管理者または管理を委任された者） 

河川 

一 級 河 川 
二 級 河 川 
準 用 河 川 
普 通 河 川 

 
国土交通大臣 

都道府県知事 
市町村長 
（河川法の適用を受けない） 

道路 

国 道 
 

都 道 府 県 道 
市 町 村 道 
高 速 道 路 
有 料 道 路 

国土交通省地方整備局長、都道府県知事、政令指
定都市長 
都道府県知事、政令指定都市長 
市町村長 
公団など 
公団、公社など 

鉄      道 私鉄、ＪＲ、その他 

 
 

１．４ 施工計画 
１．４．２ 土量の配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 基本的には場内で土量のバランスをとるようにするが、場合によっては、全

体よりも地区別のバランスを重視した方が、経済的、能率的な施工になる場合

もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
１．４ 施工計画 
１．４．２ 土量の配分 
 
〔２〕 土量の配分 

 

 

 

 

 
［解説］ 

(1) 基本的には場内で土量のバランスをとるようにするが、場合によっては、全

体よりも地区別のバランスを重視した方が、経済的、能率的な施工になる場合

もある。 
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表の削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
字句の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経済的、効率的な土工を行うため、切盛土量のバランスを考慮し、必要 

に応じ捨土、場外からの搬入などを検討し、合理的な土量の配分を決定し 

なければならない、 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

１．５施工 

１．５．４ 地盤改良工 

〔２〕代表的な地盤改良工 

［解説］ 
(2) 締固めと圧縮による地盤改良 
(c) バイブロフローテーション 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．５施工 

１．５．４ 地盤改良工 

〔２〕代表的な地盤改良工 

［解説］ 
(2) 締固めと圧縮による地盤改良 
(c) バイブロフローテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.5.40 粒度とバイブロフローテーションの有効な範囲 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

１．５．５ 法面工 

〔5〕法留工 
［解説］ 
(7) 盛土の施工方法には、施工中に異常洪水が発生するおそれがある場合等の排水処理として法尻

にかん止堤を設けて盛り立てる方法がある。このような方法は、空港用地内の末端で泥流等の

流出を止め、下流域への影響を最小限にする対策の１つであり、法留工の機能・目的とは若干

異なるため、設計においては十分に注意して検討を進める必要がある。 
 なお、かん止堤とは、堆積した土砂などの崩壊または流出を防止するために設ける堤状の構

造物であり、次のような種類がある。 

① 石塊かん止堤 

 堤体の大部分が石塊またはずりからなるかん止堤 

② 土かん止堤 

 堤体の大部分が粘性土材料または粘性土材料とずりなどとの混合物からなるかん止堤 

③ 重力式かん止堤 

 堤体がコンクリートで構築され、自重で安定を保つかん止堤 

④ 石積かん止堤 

 堤体が石積によって構築され、自重で安定を保つかん止堤 

 

 

図－1.5.87 かん止堤の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．５．５ 法面工 

〔5〕法留工 
［解説］ 
(7) 盛土の施工方法には、施工中に異常洪水が発生するおそれがある場合等の排水処理として法

尻にかん止堤を設けて盛り立てる方法がある。このような方法は、空港用地内の末端で泥流等

の流出を止め、下流域への影響を最小限にする対策の１つであり、法留工の機能・目的とは若

干異なるため、設計においては十分に注意して検討を進める必要がある。 
 なお、かん止堤とは、堆積した土砂などの崩壊または流出を防止するために設ける堤状の構

造物であり、次のような種類がある。 

① 石塊かん止堤 

 堤体の大部分が石塊またはずりからなるかん止堤 

② 土かん止堤 

 堤体の大部分が粘性土材料または粘性土材料とずりなどとの混合物からなるかん止堤 

③ 重力式かん止堤 

 堤体がコンクリートで構築され、自重で安定を保つかん止堤 

④ 石積かん止堤 

 堤体が石積によって構築され、自重で安定を保つかん止堤 

 

 

 

 

 

 

図－1.5.87 かん止堤の概念図 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

１．５．９ 動態観測 

［解説］ 

(3) 沈下管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.5.111 双曲線法による沈下量の推定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．５．９ 動態観測 

［解説］ 

(3) 沈下管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.5.111 双曲線法による沈下量の推定 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

１．６．５ 安全管理 

［解説］ 

(a) 掘削面の勾配の基準（３５６条） 

手掘りなどの、掘削機械を用いないで行う掘削勾配は図－1.6.5のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.6.5 掘削面の勾配の基準 

 

 

 

 

 

 

 

１．６．５ 安全管理 

［解説］ 

(a) 掘削面の勾配の基準（３５６条） 

手掘りなどの、掘削機械を用いないで行う掘削勾配は図－1.6.5のとおりである。 

表―1.6.10  掘削面の勾配の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1.6.5 掘削面の勾配の基準 
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地山の種類 掘削面の高さ 掘削面の勾配 模式図 

（ア）岩盤または硬い粘土からなる地山 
 （硬い粘土 → N 値 8 程度以上）

5m未満 90 度以下 ア－１ 

5m以上 75 度(1:0.268)以下 ア－２ 

（イ）その他の地山 2m未満 90 度以下 イ－１ 

2m以上 5m未満 75 度(1:0.268)以下 イ－２ 

5m以上 60 度(1:0.577)以下 イ－３ 

（ウ）砂からなる地山 掘削面の勾配 35 度（1：1.428)以下または

高さ 5m 未満

ウ－１ 

（エ）発破等で崩壊しやすい状態の地山 掘削面の勾配 45 度（1：1.000)以下または エ－１ 
高さ 2m 未満

 
地山の種類 掘削面の高さ 掘削面の勾配 模式図 

（ア）岩盤または硬い粘土からなる地山

（硬い粘土 → N 値 8 程度以上）

5m未満 90 度以下 ア－１ 

5m以上 75 度(1:0.268)以下 ア－２ 

（イ）その他の地山 2m未満 90 度以下 イ－１ 

2m以上 5m未満 75 度(1:0.268)以下 イ－２ 

5m以上 60 度(1:0.577)以下 イ－３ 

（ウ）砂からなる地山 掘削面の勾配 35 度（1：1.428)以下または

高さ 5m 未満

ウ 

（エ）発破等で崩壊しやすい状態の地山 掘削面の勾配 45 度（1：1.000)以下または エ 
高さ 2m 未満
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

１．７ 検 査 

１．７．３ 合格判定 

［解説］ 
(h) 地盤改良の出来形 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．７ 検 査 

１．７．３ 合格判定 

［解説］ 
(h) 地盤改良の出来形 
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表の削除  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 工種 種別 項目 方法 規格値 単位 摘要

打設位置 トランシット及び光波
測距儀により測定

設計図書に規定 ㎝ 管理図に測定結果を記入し提出
自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況
が確認されていれば不要

天端高
先端深度

打込記録による 10㎝単位
天端高 ＋規定しな
い、－0
先端深度 ＋0、－規
定しない

㎝ 打込記録紙及び管理表を作成して提出
＋；設計値より浅いことをいう
－；設計値より深いことをいう

砂の投入量 0.1ｍ
3 m3 打込記録紙及び管理表を作成して提出

盛上り量 レベル、音響測深機又
はレッドにより測定

10㎝単位 ㎝ 盛上り量の平面図を作成し提出

打設位置 トランシット及び光波
測距儀により測定

設計図書に規定 ㎝ 管理図に測定結果を記入し提出
自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況
が確認されていれば不要

天端高
先端深度

打込記録による 10㎝単位
天端高 ＋規定しな
い、－0
先端深度 ＋0、－規
定しない

㎝ 打込記録紙及び管理表を作成して提出
＋；設計値より浅いことをいう
－；設計値より深いことをいう

砂の投入量 0.1ｍ3 m3 打込記録に砂の圧入量を記入して提出

位置 トランシット及び光波
測距儀、テープなどに
より測定

設計図書に規定 ㎝ 管理図に測定結果を記入し提出
自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況
が確認されていれば不要

天端高
先端深度

打込記録の確認 10㎝単位
天端高 ＋規定しな
い、－0
先端深度 ＋0、－規
定しない

㎝ 打込記録紙及び管理表を作成して提出
＋；設計値より浅いことをいう
－；設計値より深いことをいう

ドレーン材の打込長 10㎝単位 ㎝ 打込記録紙に打込長を記入して提出

位置 トランシット及び光波
測距儀により測定

設計図書に規定 ㎝ 管理図に測定結果を記入し提出
自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況
が確認されていれば不要

鉛直度
接合

トランシット及び傾斜
計等により処理機の鉛
直度を測定

1分又は１㎝ 改良杭先端部の軌跡図を作成し提出。
（ただし陸上施工は除く）

天端高
先端深度

深度計、ワイヤー繰出
長さ、潮位計、乾舷及
び処理機等により確認

1㎝単位
天端高 ＋規定しな
い、－0
先端深度 ＋0、－規
定しない

㎝ 打込記録紙に天端高、先端深度を記入し管理表を提出
＋；設計値より浅いことをいう
－；設計値より深いことをいう

硬化材吐出量 流量計等により硬化材の
ｍ当りの吐出量を確認

1Ｌ又は１ｔ 打込記録紙に硬化材吐出量を記入し提出

盛上がり量 音響測深機又はレッド
により測定

10㎝単位 ㎝ 盛上り量の図面を作成し提出

打設位置 打込記録による 設計図書に規定 ㎝

配置 スチールテープ等によ
り測定

㎝

施工深度 レベル等により測定 ㎝

深層混合処理

ウエルポイン
ト

地
　
盤
　
改
　
良
　
工

サンドコンパ
クションパイ
ル

サンドドレー
ン

ペーパー
ドレーン
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付録６．ＣＢＲ試験方法（JIS A 1211） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録６．ＣＢＲ試験方法（JIS A 1211） 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

第３編 基本施設舗装編 
第１章 コンクリート舗装工 
１．４．３ コンクリート 
〔４〕 細骨材 
［解説］ 

表－1.4.5 有害物含有量の限度（質量百分率） 
 

種          類 最 大 値 

粘土塊  １．０(注 1) 

微粒分量試験で失われるもの  ３．０(注 2) 

石灰、亜炭などで比重 1.95 の液体に浮くもの  ０．５(注 3) 

塩化物（塩化物イオン量）  ０．０４(注 4) 
 
 
 
 
１．５．５ コンクリート版舗設工 
〔３〕 配合設計 
［解説］ 
(8) 示方配合の表示方法の例を表－1.5.10に示す。 
 

表－1.5.10 示方配合の表示方法の例 
スランプの目標値 空気量の目標値 単位量（kg/m3） 

粗骨材の 
最大寸法 
（mm） プラント 

（cm） 
現 場 
（cm） 

プラント 
（cm） 

現 場 
（cm） 

水・ 
セメント比 
W/c（％） 

単粗骨 
材容積 水 

W 
セメント 

C 
細骨材 

S 
粗骨材 

G 混和剤 混和剤 

             

備 
 
 

考 

1 設計基準曲げ強度（N/mm2） 2 配合強度（N/mm2） 
3 セメントの種類 4 細骨材の種類 
5 細骨材のFM 6 粗骨材の種類 
7 粗骨材の空げき率 8 混和剤の種類 
9 運搬時間 10施工時期 
11その他 

 
 (9) 所要の空気量を得るのに必要な単位ＡＥ剤量は、セメントの性質、単位水量および単位セメ

ント量、骨材の粒度および粒形、ミキサの容量、練混ぜ時間、コンクリートの温度などによ

って相違するものであるから、空気量試験を行って決めなければならない。 
 
 
 
 
 
 

第３編 基本施設舗装編 
第１章 コンクリート舗装工 
１．４．３ コンクリート 
〔４〕 細骨材 
［解説］ 

表－1.4.5 細骨材の有害物含有量の限度（質量百分率） 
 

種          類 最 大 値 

粘土塊  １．０(注 1) 

微粒分量試験で失われるもの  ３．０(注 2) 

石灰、亜炭などで比重 1.95 の液体に浮くもの  ０．５(注 3) 

塩化物（塩化物イオン量）  ０．０４(注 4) 
 
 
 
 
１．５．５ コンクリート版舗設工 
〔３〕 配合設計 
［解説］ 
 (8) 示方配合の表示方法の例を表－1.5.10に示す。 
 

表－1.5.10 示方配合の表示方法の例 
スランプの目標値 空気量の目標値 単位量（kg/m3） 

粗骨材の

最大寸法

（mm） プラント

（cm） 
現 場

（cm）

プラント

（cm）

現 場

（cm）

水・ 
セメント比

W/C（％）

単粗骨 
材容積 水 

W 
セメント

C 
細骨材 

S 
粗骨材 

G 混和材 混和剤 

             

備 
 
 

考 

1 設計基準曲げ強度（N/mm2） 2 配合強度（N/mm2） 
3 セメントの種類 4 細骨材の種類 
5 細骨材のFM 6 粗骨材の種類 
7 粗骨材の空げき率 8 混和剤の種類 
9 運搬時間 10施工時期 
11その他 

 
 (9) 所要の空気量を得るのに必要な単位ＡＥ剤量は、セメントの性質、単位水量および単位セ

メント量、骨材の粒度および粒径、ミキサの容量、練混ぜ時間、コンクリートの温度などに

よって相違するものであるから、空気量試験を行って決めなければならない。 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

〔５〕 機械舗設作業 

（４）敷均し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
１．５．12 特殊工法 
〔３〕 インターロッキングブロック舗装（ＩＬＢ舗装） 

［解説］ 

(4) 詳細については、インターロッキングブロック舗装設計施工要領（車道編）（（財）

土木研究センター、インターロッキングブロック協会）などを参照する。 
 
 
〔４〕 転圧コンクリート舗装（ＲＣＣＰ） 

［解説］ 

(3) 詳細については、転圧コンクリート舗装技術指針（案）（（社）日本道路協会）などを参照す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔５〕 機械舗設作業 

（４）敷均し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．５．12 特殊工法 
〔３〕 インターロッキングブロック舗装（ＩＬＢ舗装） 

［解説］ 

(4) 詳細については、インターロッキングブロック舗装設計施工要領（車道編）（（財）

土木研究センター、(社)インターロッキングブロック舗装技術協会）などを参照する。 

 

〔４〕 転圧コンクリート舗装（ＲＣＣＰ） 

［解説］ 

(3) 詳細については、舗装設計施工指針（（社）日本道路協会）などを参照する。 
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字句の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発行機関名の修正 
 
 
 
 
基準との整合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分離しないように、また均一な密度が得られるように行わなければならない。スプレッダ

は、コンクリートを全面にわたって密度が均等で、材料が分離することなく、型枠やスリ

ップバー、ダイバーなどのすみずみまでゆきわたるように、また適切な余盛を考慮して敷

き均さなければならない。 

 特に目地の位置は、あらかじめ型枠上に標示し、目地の中間でコンクリート打設を中止

してはならない。 

 コンクリート打設作業中に降雨により直ちに作業を中止する場合、あるいはやむを得ず

作業を中止する場合には再開後の打設コンクリート版との接続、補強のため所定の鉄筋を

入れなければならない。 

コンクリートの敷均しは、材料が分離しないように、また均一な密度が得られるように行

わなければならない。スプレッダは、コンクリートを全面にわたって密度が均等で、材料

が分離することなく、型枠やダウエルバー、ダイバーなどのすみずみまでゆきわたるよう

に、また適切な余盛を考慮して敷き均さなければならない。 

 特に目地の位置は、あらかじめ型枠上に表示し、目地の中間でコンクリート打設を中止

してはならない。 

 コンクリート打設作業中に降雨により直ちに作業を中止する場合、あるいはやむを得ず

作業を中止する場合には再開後の打設コンクリート版との接続、補強のため所要の鉄筋を

入れなければならない。
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

第２章 アスファルト舗装工 

２．４ 材 料 

２．４．３ 瀝青材料 

〔２〕 舗装用石油アスファルト 

［解説］ 

(1) 舗装用石油アスファルトの品質規格は表－2.4.3のとおりである。 

(2)アスファルト混合物に使用する舗装用石油アスファルトの種類としては、一般に

針入度60～80および80～100が用いられ、施工性、耐久性、たわみ性および安定性などを考

慮して、温暖地域では60～80を、寒冷地域では80～100 の舗装用石油アスファルト

を使用している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 アスファルト舗装工 

２．４ 材 料 

２．４．３ 瀝青材料 

〔２〕 舗装用石油アスファルト 

［解説］ 

(1) 舗装用石油アスファルトの品質規格は表－2.4.3のとおりである。 

(2)アスファルト混合物に使用する舗装用石油アスファルトの種類としては、一般

に針入度60～80および80～100が用いられ、施工性、耐久性、たわみ性および安定性などを

考慮して、温暖地域では60～80を、寒冷地域では80～100 の舗装用石油アスファル

トを使用している。 

 

表－2.4.3 舗装用石油アスファルトの品質規格  

（日本道路協会規格） 
 

種 類 

 項 目 
40 ～ 60 60 ～ 80 80 ～ 100 100 ～ 120 

針入度(25℃)1/10 ㎜
40 を越え 

  60 以下

60 を越え 

  80 以下

80 を越え 

  100 以下

100 を越え 

  120 以下 

軟 化 点    ℃ 47.0～55.0 44.0～52.0 42.0～50.0 40.0～50.0 

伸  度  (15℃)cm   10 以上  100 以上  100 以上  100 以上 

トルエン可溶分 ％  99.0 以上  99.0 以上  99.0 以上  99.0 以上 

引 火 点    ℃   260 以上  260 以上  260 以上  260 以上 

薄膜加熱質量 

変化率     ％

 0.6 以下  0.6 以下  0.6 以下  0.6 以下 

薄膜加熱針入度 

残留率     ％

  58 以上   55 以上   50 以上   50 以上 

蒸発後の針入度比％  110 以下  110 以下  110 以下  110 以下 

密 度 (15℃) g/cm３  1.00 以上  1.00 以上  1.00 以上  1.00 以上 

 

（注）各種類とも 120℃、150℃、180℃のそれぞれにおける動粘度を試験表に付記する。 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

２．５ 施 工 

２．５．５ 基層および表層工 

〔５〕 舗設作業 

（３）プライムコート 

［解説］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５ 施 工 

２．５．５ 基層および表層工 

〔５〕 舗設作業 

（３）プライムコート 

［解説］ 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

（７） 継 目 

［解説］ 

(6) 横継目の施工 
 

 

 

２．５．６ 付帯工事 

〔１〕 グルービング 

［解説］ 

(1) グルービングの形状、施工範囲などの詳細については、「空港土木施設設計基準」を参照す

る。 

 寒冷地空港においては、路面の凍結による航空機のスリップを防止するため、主として誘

導路の直角回転部にグルービングを実施した例もある。 

 

〔２〕 飛行場標識 

［解説］ 

(1) 飛行場標識の形状、設置位置、色彩などの詳細については、「空港土木施設の設置基準」を

参照する。 

 

 

 

（７） 継 目 

［解説］ 

(6) 横継目の施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５．６ 付帯工事 

〔１〕 グルービング 

［解説］ 

(1) グルービングの形状、施工範囲などの詳細については、「空港土木施設の設置基準解説」を

参照する。 

 寒冷地空港においては、路面の凍結による航空機のスリップを防止するため、主として誘

導路の直角回転部にグルービングを実施した例もある。 

 

〔２〕 飛行場標識 

［解説］ 

(1) 飛行場標識の形状、設置位置、色彩などの詳細については、「空港土木施設の設置基

準解説」を参照する 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

２．５．７ 特殊工法 

〔３〕 その他の特殊工法 

 ［解説］ 
 (2) グースアスファルト舗装 

 グースアスファルト混合物は、ストレートアスファルトに精製トリニダッドアスファルト

などの改質材を混合したアスファルトと、粗骨材、細骨材およびフィラーを配合してプラン

トで混合したのち、流し込み施工が可能な作業性（流動性）と安定性が得られるようにクッ

カのなかで高温で撹拌、混合したものが一般的である。 
 グースアスファルトは、照明工事の埋設配管埋戻しの際に使用された事例がある。詳細に

ついては、アスファルト舗装要綱などを参照する。 

 

２．５．８ 維持補修 

〔２〕 路上表層再生工法 

［解説］ 

(2) 詳細については、路上表層再生工法技術指針（案）を参照する。 

 

 

参考文献 

18) 日本道路協会：U排水工指針，平成16年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５．７ 特殊工法 

〔３〕 その他の特殊工法 

 ［解説］ 
(2) グースアスファルト舗装 

 グースアスファルト混合物は、ストレートアスファルトに精製トリニダッドアスファルト

などの改質材を混合したアスファルトと、粗骨材、細骨材およびフィラーを配合してプラン

トで混合したのち、流し込み施工が可能な作業性（流動性）と安定性が得られるようにクッ

カのなかで高温で撹拌、混合したものが一般的である。 
 グースアスファルトは、照明工事の埋設配管埋戻しの際に使用された事例がある。詳細に

ついては、舗装施工便覧などを参照する。 

 

２．５．８ 維持補修 

〔２〕 路上表層再生工法 

［解説］ 

(2) 詳細については、舗装再生便覧を参照する。 

 

 

参考文献 

18) 日本道路協会：U道路土工排水工指針，昭和62年 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

付録４．プラント配合、試験練りおよび現場配合の決定例 

１．プラント配合の決定 

3) ホットビンごとの配合比と合成粒度 

 加熱した骨材の配合比および合成粒度の設定は次の手順による。 

① 図付－2.4.1 を用いて表付－2.4.2 に示すように、それぞれの使用骨材に対する変速モータ

の速度目盛りを決定する。 

② ①で決定した速度目盛りで実際にプラントを操作し、加熱骨材をホットビンにためる。 

③ 各ホットビンから加熱した骨材の試料を採取して、その粒度を調べる。 

④ 表付－2.4.1に示す骨材の合成粒度を目標にして、各ホットビンの配合比および合成粒度を

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録４．プラント配合、試験練りおよび現場配合の決定例 

１．プラント配合の決定 

3) ホットビンごとの配合比と合成粒度 

 加熱した骨材の配合比および合成粒度の設定は次の手順による。 

① 図付－2.4.1を用いて表付－2.4.2に示すように、それぞれの使用骨材に対する変速モータ

の速度目盛りを決定する。 

② ①で決定した速度目盛りで実際にプラントを操作し、加熱骨材をホットビンにためる。 

③ 各ホットビンから加熱した骨材の試料を採取して、その粒度を調べる。 

④ 表付－2.4.1 に示す骨材の合成粒度を目標にして、各ホットビンの配合比および合成粒度

を設定する。 

各ホットビンの粒度、配合比および合成粒度は表付－2.4.3に示すとおりである。 

表付－2.4.3 ホットビンの配合比および合成粒度  
ふるい目 

種類 
20 

㎜
13 

㎜
5 

㎜
2.5 

㎜
600 

μm
300 

μm
150 

μm 
75 

μm 

① ホ ッ ト ビ
ン №3 100 98.7 11.8 0.5     

② 〃 №2  100 96.6 12.2 0.6    

③ 〃 №1   100 96.2 57.7 24.5 7.4 2.8 

④ 石 粉     100 99.6 95.2 85.3 

各
骨
材
の
粒
度
％ 

⑤ 回 収 ダ ス
ト*      100 99.9 99.8 

①  38 38.0 37.5 4.5 0.2     

②  20  20.0 19.3 2.4 0.1    

③  36.5   36.5 35.1 21.1 8.9 2.7 1.0 

④  5.0     5.0 5.0 4.8 4.3 

骨
材
の
配
合
比
％ 

⑤  0.5      0.5 0.5 0.5 

加熱した骨材の合
成粒度  (％) 100 99.5 65.8 43.2 26.7 14.4 8.0 5.8 

骨材の合成粒度 
(％) 100 98.3 65.0 43.0 27.1 14.3 7.8 5.7 

室内配合における
合成粒度(％) 100 97.5 64.5 42.3 26.8 14.2 7.6 5.6 

標準配合の粒度範
囲    (％) 100 100～95 70～55 50～35 30～18 21～10 16～6 8～4 

 
  ＊バグフィルタによる回収ダスト 

 なお、付表－2.4.3に記す回収ダストの配合比は次のようにして定めたものである。 
                Ｖｏ（ａ－ｂ）    24000×（14－0.0） 
  １時間当りの回収ダスト量＝               ＝ 
                   1000         1000 

              ＝336㎏/h 

 ただし、Ｖｏ：排ガス量（約24000Ｎm3/h） 

 ａ：バグフィルタ流入前の排ガス中の粉じん量（13～15g/Ｎm3） 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｂ：バグフィルタ通過後の排ガス中の粉じん量（0.0g/Ｎm3以下） 

    混合物製造量に対する回収ダスト量の比 

      １時間当りの回収ダスト量（㎏/h） 
    ＝                                  ×100 
      １時間当りの混合物製造量（㎏/h） 

           336（㎏/h） 
    ＝                                       ×100 
     1000（㎏/バッチ）×3600（秒）÷60（秒） 

    ＝0.56％ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

第４編 空港・維持修繕編 
第１章 空港維持  
１．２ 巡回点検  
１．２．３ 空港施設巡回工  
〔２〕 舗装の巡回点検  

[解説] 
(3) ひび割れ 

② 亀甲状ひび割れは目視でわかるものは全て、ひび割れ範囲（縦*横）を記録する。 
③ 隅角部のひび割れは目視でわかるものは全て、ひび割れ範囲（1/2*縦*横）を記録する。

(4) 変形 
① わだちぼれなどの山と谷の差が概ね3ｃｍ以上の範囲（縦*横）および落差、その他の異

常を記録する｡  
② くぼみは目視でわかるものは全て、範囲（縦*横*深さ）を記録する｡ 

 (6) 磨耗 
磨耗は概ね50ｃｍ*50ｃｍ以上の範囲（縦*横と状況）を記録し、わかれば異常の区分を記録

する。 
(7) 崩壊 

崩壊は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれば異常の区分を記録する。

(8) グルービング形状 
① グルービングの角欠け、目潰れは目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わ

かれば異常の区分を記録する。 
② グルービングのゆがみは、舗装の流動化、層間剥離の兆候を示すもので、範囲（縦*横）

を記録する。 
(9) 目地破損 

② 目地端部欠損は概ね片側の幅5ｃｍ以上の欠損範囲（縦*横）を記録する。 
(10) 座屈 

座屈は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれば異常の区分を記録する。

(11) 表面の状態 
① コンクリート舗装面の損傷は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれ

ば異常の区分を記録する。 
②アスファルト舗装面の損傷は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれ

ば異常の区分を記録する。 
(12) ひび割れ 

① 線状のひび割れは概ね幅１ｍｍ以上、長さ1ｍ以上のひび割れの長さを記録する｡ 
② 亀甲状ひび割れは目視でわかるものは全て、ひび割れ範囲（縦*横）を記録する。 
③ 隅角部のひび割れは目視でわかるものは全て、ひび割れ範囲（1/2*縦*横）を記録する。

(13) 変形 

第４編 空港・維持修繕編 
第１章 空港維持  
１．２ 巡回点検  
１．２．３ 空港施設巡回工  
〔２〕 舗装の巡回点検  

[解説] 
(3) ひび割れ 

② 亀甲状ひび割れは目視でわかるものは全て、ひび割れ範囲（縦×横）を記録する。 
③ 隅角部のひび割れは目視でわかるものは全て、ひび割れ範囲（1/2×縦×横）を記録する。 

(4) 変形 
① わだちぼれなどの山と谷の差が概ね 3ｃｍ以上の範囲（縦×横）および落差、その他の

異常を記録する｡  
② くぼみは目視でわかるものは全て、範囲（縦×横×深さ）を記録する｡ 

(6) 磨耗 
磨耗は概ね50ｃｍ×50ｃｍ以上の範囲（縦×横と状況）を記録し、わかれば異常の区分を記

録する。 
(7) 崩壊 

崩壊は目視でわかるものは全て、範囲（縦×横）を記録し、わかれば異常の区分を記録する。 
(8) グルービング形状 

① グルービングの角欠け、目潰れは目視でわかるものは全て、範囲（縦×横）を記録し、

わかれば異常の区分を記録する。 
② グルービングのゆがみは、舗装の流動化、層間剥離の兆候を示すもので、範囲（縦×横）

を記録する。 
(9) 目地破損 

② 目地端部欠損は概ね片側の幅5ｃｍ以上の欠損範囲（縦×横）を記録する。 
(10) 座屈 

座屈は目視でわかるものは全て、範囲（縦×横）を記録し、わかれば異常の区分を記録する。 
(11) 表面の状態 

① コンクリート舗装面の損傷は目視でわかるものは全て、範囲（縦×横）を記録し、わか

れば異常の区分を記録する。 
②アスファルト舗装面の損傷は目視でわかるものは全て、範囲（縦×横）を記録し、わか

れば異常の区分を記録する。 
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空港土木施設施工要領（平成 21 年 4 月） 修正表 

 

修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

① わだちぼれなどの山と谷の差が概ね3ｃｍ以上の範囲（縦*横）および落差、その他の異

常を記録する｡  
② くぼみは目視でわかるものは全て、範囲（縦*横*深さ）を記録する｡ 

(14) 段差 
① 構造物付近の段差は概ね 10ｍｍ以上の段差（段差と長さ）を記録する｡ アスファルト

舗装についても同様とする。 
② 舗装版の段差は概ね 10ｍｍ以上の段差（段差と長さ）を記録する｡ アスファルト舗装

についても同様とする。 
(15) 磨耗 

磨耗は概ね50ｃｍ*50ｃｍ以上の範囲（縦*横と状況）を記録し、わかれば異常の区分を記録

する。 
(16) 崩壊 

崩壊は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれば異常の区分を記録する。

(17) グルービング形状 
① グルービングの角欠け、目潰れは目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わ

かれば異常の区分を記録する。 
② グルービングのゆがみは、舗装の流動化、層間剥離の兆候を示すもので、範囲（縦*横）

を記録する。 
(18) 目地破損 

① 目地材破損は概ね長さ1ｍ以上の破損部延長を記録する。 
② 目地端部欠損は概ね片側の幅5ｃｍ以上の欠損範囲（縦*横）を記録する。 

(19) 座屈 
座屈は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれば異常の区分を記録する。

(20) 表面の状態 
① コンクリート舗装面の損傷は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれ

ば異常の区分を記録する。 
②アスファルト舗装面の損傷は目視でわかるものは全て、範囲（縦*横）を記録し、わかれ

ば異常の区分を記録する。 
③ ブリスタリングの変状箇所は、打音調査により位置を確認し、変状箇所を囲む範囲にペ

イントにより丸印のマーキングを行い、状況写真を撮影する。 
④ 表面の変状状態の幅、長さを測定し、変状の種類、形状および位置を写真とともに調査票に記

録する。 
(21) 標識の状況 

① マーキングに不鮮明な部分がある場合には全て、種別および位置を記録する。 
② 標識塗装が磨り減って薄くなっている部分や、剥離している部分の範囲（縦*横）を記録

する。 
(22) ゴム付着状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 標識の状況 
① マーキングに不鮮明な部分がある場合には全て、種別および位置を記録する。 
② 標識塗装が磨り減って薄くなっている部分や、剥離している部分の範囲（縦×横）を記

録する。 
(13) ゴム付着状況 
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修正前（Ｈ２１．４） 修正後 頁 備   考 

ゴム付着がある場合には範囲（縦*横）を記録する。 
(23) 舗装面油汚れの状況 

油汚れがある場合には範囲（縦*横）を記録する。 
(24) 異物の存在 

異物を回収した場合には異物とその位置を記録する。 
(25) 点検の記録 

① 発見した異状個所は､すべて撮影する。 
② 路面への書き込み記録は油性ペイントなどを使用して小さく筆書きする。 
③ 施工状況は随時写真撮影し､人員､装備､数量などが確認できるものとする。 

(26) 許可が必要な区域内からの退出時は管制塔と交信し退出許可を受ける｡ 
(27) 終了時には以下の点を確認する。 

① 使用機械の点検（部品の欠落) 
② 使用した道具類の数量 
③ 人員 

 
〔４〕 法面の巡回点検  
[解説] 
(4) 自然法面は、下記項目の有無を確認し、異常がある場合にはその程度および範囲を調査する｡

① 地表水、地下水の流出                              

② 侵食                                      

③ 排水施設の機能不善                               

④ 亀裂、はらみ出し                                

⑤ 塵埃、土砂の堆積                                

⑥ 浮石、転石 

 

表－1.2.4 維持管理点検事項１） 

表省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴム付着がある場合には範囲（縦×横）を記録する。 
(14) 舗装面油汚れの状況 

油汚れがある場合には範囲（縦×横）を記録する。 
(15) 異物の存在 

異物を回収した場合には異物とその位置を記録する。 
(16) 点検の記録 

① 発見した異状個所は､すべて撮影する。 
② 路面への書き込み記録は油性ペイントなどを使用して小さく筆書きする。 
③ 施工状況は随時写真撮影し､人員､装備､数量などが確認できるものとする。 

(17) 許可が必要な区域内からの退出時は管制塔と交信し退出許可を受ける｡ 
(18) 終了時には以下の点を確認する。 

① 使用機械の点検（部品の欠落) 
② 使用した道具類の数量 
③ 人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－1.2.4 維持管理点検事項１） 

表省略 

 

(4) 自然法面は、下記項目の有無を確認し、異常がある場合にはその程度および範囲を調査する｡ 

① 地表水、地下水の流出                              

② 侵食                                      

③ 排水施設の機能不善                               

④ 亀裂、はらみ出し                                

⑤ 塵埃、土砂の堆積                                

⑥ 浮石、転石 
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１．５ 標識維持工 
１．５．５ 飛行場標識維持工 
〔２〕 飛行場標識維持工 
[解説] 
(1) 飛行場標識の形状、設置位置、色彩などの詳細については、「空港土木施設設計基準」を参照

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１．５ 標識維持工 
１．５．５ 飛行場標識維持工 
〔２〕 飛行場標識維持工 
解説] 
(1) 飛行場標識の形状、設置位置、色彩などの詳細については、「空港土木施設の設置基準解説」

を参照する。 
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第２章 空港修繕  
２．３ 空港舗装修繕工 
２．３．２ 材料 
〔４〕 舗装用石油アスファルト 

 

[解説] 
(1) 瀝青材料にはそれぞれ特質があるが、これらのうちから、荷重条件、自然条件などにより、

粘性、感温性、耐久性、骨材との付着性などの適当なものを選定する。 
(2) 改質アスファルトは、舗装用石油アスファルトの持つ特質の一部を改善させたものであり、

目的に応じた適切なものを使用する。 
(3) カットバックアスファルトは、最近ではほとんど使用されていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解説] 
(1) 舗装用石油アスファルトの品質規格は表－4.3.3のとおりである。 
(2) アスファルト混合物に使用する舗装用石油アスファルトの種類としては、一般に針入度 60
～80 及び 80～100 が用いられ、施工性、耐久性、たわみ性及び安定性などを考慮して、温暖

地域では60～80を、寒冷地域では80～100 の舗装用石油アスファルトを使用している。 

 
〔１６〕 セメント及び石灰 
〔１７〕 添加材料 
〔１８〕 コンクリート一般 
〔１９〕 セメント 
〔２０〕 水 
〔２１〕 細骨材 
〔２２〕 粗骨材 
〔２３〕 混和材料 
 

第２章 空港修繕 

２．３ 空港舗装修繕工 
２．３．２ 材料 
〔３〕 瀝青材料 

 

[解説] 
(1) 瀝青材料にはそれぞれ特質があるが、これらのうちから、荷重条件、自然条件などにより、

粘性、感温性、耐久性、骨材との付着性などの適当なものを選定する。 
(2) 改質アスファルトは、舗装用石油アスファルトの持つ特質の一部を改善させたものであり、

目的に応じた適切なものを使用する。 
(3) カットバックアスファルトは、最近ではほとんど使用されていない。 
 
〔４〕 舗装用石油アスファルト 

 
 
[解説] 
(1) 舗装用石油アスファルトの品質規格は表－4.3.3のとおりである。 
(2) アスファルト混合物に使用する舗装用石油アスファルトの種類としては、一般に針入度 60
～80 及び 80～100 が用いられ、施工性、耐久性、たわみ性及び安定性などを考慮して、温暖

地域では60～80を、寒冷地域では80～100 の舗装用石油アスファルトを使用している。 
 
〔１５〕 セメント及び石灰 
〔１６〕 添加材料 
〔１７〕 コンクリート一般 
〔１８〕 セメント 
〔１９〕 水 
〔２０〕 細骨材 
〔２１〕 粗骨材 
〔２２〕 混和材料 
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 舗装用石油アスファルトは、石油原油の蒸留残さ、又はそれらを調合したものや、

空気処理を行ったもので、所要の品質規格に合格するものでなければならない。 

 アスファルト舗装修繕工に使用する歴青材料には、舗装用石油アスファルト、石油

アスファルト乳剤、カットバックアスファルト、ゴム・熱可塑性エラストマー入りア

スファルトやセミブローンアスファルトなどの改質アスファルトがある。 

 アスファルト舗装修繕工に使用する歴青材料には、舗装用石油アスファルト、石油

アスファルト乳剤、カットバックアスファルト、ゴム・熱可塑性エラストマー入りア

スファルトやセミブローンアスファルトなどの改質アスファルトがある。 
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〔２４〕 レディーミクストコンクリート 
[解説] 
(6) コンクリート中の塩化物総量規制 
(a) コンクリート製造時に海砂などから混入した塩化物により、タイバー、スリップバー、鉄網

などが腐敗しやすくなり、コンクリート版に損傷を与えることになるので、塩化物の総量は規

定値を超えないようにしなければならない。 
 
〔２５〕 鋼 材 
[解説] 
(1) スリップバーに使用する鉄筋は、JIS G 3101、JIS G 3112に適合する丸鋼とし、曲り、両

端の変形によるふくらみなどがあってはならない。 
 
〔２６〕 目地材料一般 
〔２７〕 目地板 
〔２８〕 注入目地材 
〔２９〕 プライマー 
〔３０〕 バックアップ材 
〔３１〕 路盤紙 
〔３２〕 材料の貯蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２３〕 レディーミクストコンクリート 
[解説] 
(6) コンクリート中の塩化物総量規制 
(a) コンクリート製造時に海砂などから混入した塩化物により、タイバー、ダウエルバー、鉄

網などが腐敗しやすくなり、コンクリート版に損傷を与えることになるので、塩化物の総量は

規定値を超えないようにしなければならない。 
 
〔２４〕 鋼 材 
[解説] 
(1) ダウエルバーに使用する鉄筋は、JIS G 3101、JIS G 3112に適合する丸鋼とし、曲り、両

端の変形によるふくらみなどがあってはならない。 
 
〔２５〕 目地材料一般 
〔２６〕 目地板 
〔２７〕 注入目地材 
〔２８〕 プライマー 
〔２９〕 バックアップ材 
〔３０〕 路盤紙 
〔３１〕 材料の貯蔵 
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２．３．1１ 半たわみ性舗装修繕工 
〔２〕 使用材料 

 

[解説] 
(1) 本節は、基本施設などの半たわみ性舗装に対し、ひび割れ注入などの修繕工事について定め

るものとする。 
(2) 基本施設などの半たわみ性舗装に対し、ひび割れ注入などの修繕工事の手順を図－2.3.15に

示す 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－4.3.15 半たわみ性舗装修繕工の手順 
 

(3) 作業計画書および日々の作業予定表に基づき、NOTAM 内容、作業区域、作業車両、作業

人員などを把握しておくこと。 
(4) 作業に支障となる強雨、または強風時などは作業を中止しなければならない。 
(5) 凍結のおそれがある場合は散水を伴う作業を中止しなければならない。 
(6) 作業実施時の出来高確認は、適宜目視で確認を行うとともに清掃車のタコメータなどによる

確認を行なわなければならない。 

 

２．３．1１ 半たわみ性舗装修繕工 
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  本工事は、基本施設および道路駐車場舗装などの半たわみ性舗装に対し、ひび割れ

注入などの修繕を行うものである。 

試料採取 舗装面修繕

材料試験

制限区域内

半たわみ性舗装
修繕工

使用材料の選定

作業区域
の確認

制限区域内
立入許可

廃材処分

確　　　　認

打ち替え舗装
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